


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の絵について －作者のことば：大野寛武－ 

 

 豊かな自然、歴史、文化、産業などに恵まれている「かながわ」にゆかりの深

い様々なピースと、その環境にはぐくまれ、思いやりの心とたくましさをもって、

自分らしく生きる人々のピースが、「人づくり」というキーワードのもとにつな

がり合って、かながわの明るい未来を拓き、創っていく様子を表しています。 



 

明日のかながわを担う人づくりに向けて 
 

 

 神奈川県教育委員会では、子どもたちへの教育をめぐる課題が複雑かつ多様化す

る中で、明日のかながわを担う人づくりを進めるため、平成 19年８月に、本県の

教育の総合的な指針となる「かながわ教育ビジョン」（以下「教育ビジョン」とい

う。）を策定いたしました。 

 策定にあたっては、様々な方々と継続的に教育論議を行うなど、過程を大切にし

ながら、県民の皆様と共感・共有できるものをめざしてまいりました。また、教育

ビジョンの策定後も、教育ビジョンで掲げた理念の実現に向けて、人づくりにかか

わる様々な方々との協働・連携の取組みを進めてまいりました。 

 その中で、学校や家庭、地域などで、様々な主体と教育ビジョンを共有し、効果

的な取組みが進められるよう、継続的に協議を行うために組織された「かながわ人

づくり推進ネットワーク」（以下「ネットワーク」という。）に参加される数多くの

県民、団体の皆様と協働・連携し、教育施策に取り組んでまいりました。 

教育ビジョンは、概ね20年間を見すえて、基本理念、人づくりの視点、施策展

開の方向性を示したものですが、国の動向や社会状況の変化等に柔軟に対応して

おり、平成25年６月の国の「第２期教育振興基本計画」の策定や同年８月の「神

奈川の教育を考える調査会」からの「最終まとめ」の提出等を踏まえ、平成27年

10月に第４章及び第５章を改定いたしました。 

このたび、ＡＩ等による技術革新の発展や平均寿命の延伸等を踏まえた国にお

ける「第３期教育振興基本計画」の策定や本県での「かながわグランドデザイン

第３期実施計画」の策定等を踏まえ、教育ビジョンの見直しに取り組むこととい

たしました。 

見直しにあたっては、教育ビジョンと各計画との整合性について検証を行うとと

もに、ネットワークからの「『かながわ教育ビジョン』の一部改定に関する提言」

を踏まえ進めてまいりました。 

このような経緯を踏まえながら、このたび、教育ビジョンを一部改定いたしまし

た。 

今後、教育ビジョンで掲げた理念の実現に向け人づくりにかかわる様々な方々と

の共感・共有に基づく、一人ひとりの「生涯にわたる自分づくり」とさらなる協働・

連携による「生涯を通じた人づくり」を進めていきたいと考えておりますので、多

くの皆様のご理解とご参加をお願い申し上げます。 

 

令和元年 10月 

                           神奈川県教育委員会 

 

 



 

一部改定の背景 
○ 平成 27 年 10 月の教育ビジョンの一部改定以降、次のような状況の変化が見

られました。 

(1) 現在の社会状況 
県内においては、少子高齢化、グローバル化、技術革新の動きなどに進展はあ

るものの、社会状況の変化の傾向は、前回の一部改定時から継続しています。 

(2) 国の第３期教育振興基本計画 
国においては、「第２期教育振興基本計画」で掲げた「自立」、「協働」、「創造」

の３つの方向性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き

継ぎつつ、「人生 100年時代」や「超スマート社会（Society5.0）」の到来に向け、

2030 年以降の社会の変化を見すえた「第３期教育振興基本計画」が平成 30 年６

月に策定されました。 

(3) かながわグランドデザイン第３期実施計画 
教育ビジョンとともに、本県の教育振興基本計画を構成する「かながわグラン

ドデザイン第３期実施計画」が令和元年７月に策定されました。 

 
 
 
  
 

一部改定の概要 

〇 新しく策定された国の「第３期教育振興基本計画」等と教育ビジョンとの整合

性を検証したところ、考え方や方向性の整合は図られていますが、今後の県の「重

点的な取組み」を示す第５章について、国の「第３期教育振興基本計画」の施策

の項目等に対し、包括的な記載になっているものがあることが確認できました。 

〇 一方、社会状況の変化の傾向は、前回の一部改定時から継続していることから、

教育ビジョンの基本理念・教育目標、人づくりの視点、展開の方向などは改定せ

ず、主に第５章について一部改定を行うこととしました。 

〇 具体的には、第５章の序文、Ⅰ～Ⅷの各柱について、国の「第３期教育振興基

本計画」や「かながわグランドデザイン第３期実施計画」と整合を図る項目を記

載するとともに、制度の変更や取組みの進捗状況などに伴う時点修正を行いまし

た。 

かながわグランドデザイン 

かながわグランドデザイン 
基本構想 

かながわグランドデザイン 
実施計画 

教育分野の主要施策 

プロジェクト 

第２章 基本理念 
 教育目標 

第３章 人づくりの視点 

かながわ教育ビジョン 

第４章 施策展開の方向性 
分野横断的な 
県の重要施策 

第５章 重点的な取組み 

神奈川県の教育振興基本計画 

重点的な取組みを 
実施計画に位置付け、 
計画的に展開 

※ 本県では、「かながわ教育ビジョン」と「かながわグランドデザイン」の実施計画に位置付け

た教育施策とを併せて、本県の教育振興基本計画としています。（参考資料を参照） 
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１ 策定の趣旨 

少子高齢化の進行や国際化・情報化の進展、産業・就業構造の変化など、急速な
社会の変化に伴い、子どもたちをめぐる状況も大きく変わってきています。社会性
や規範意識の低下への危惧、学力や学習意欲をめぐる問題、不登校＊やいじめなど
の問題、若者の自立をめぐる課題のほか、家庭や地域の教育力をめぐる課題など、
解決すべきことは山積しています。 

このような時代にあって、次代を担う子どもたちを、中長期的な視点に立って育
成していくことが、ますます重要になってきていると考えます。 

そこで、神奈川県教育委員会では、すべての県民とともに、明日のかながわを担
う人づくりを進めるための総合的な指針となる、「かながわ教育ビジョン」（以下、
「教育ビジョン」という）を策定いたしました。 

２ 策定の基本的考え方 

神奈川県教育委員会では、家庭・学校・社会へと続く成長の過程で、様々な人々
がその役割と責任を自覚して人づくりにかかわり、協働と連携を進めることので
きる「教育ビジョン」をめざしています。 

そのため、策定の過程を大切に、継続的に県民との教育論議を行い、内容を深め
ながら、ビジョンづくりを進めてまいりました。 

具体的には、県民論議の成果である「かながわの教育ビジョンに関する提言」（県
民論議を推進した「かながわ人づくりフォーラム運営推進委員会」からの提言）を
もとに、平成 18 年 10 月に骨子案を作成しました。その後も県民論議をはじめ、各
方面との意見交換を行い、同年 12 月に素案を公表し、改めて県民意見の募集を行
い、いただいた意見・提案をもとに 19 年３月の素案（修正版）、そして、７月の最
終案の公表を経て、このたびのビジョン策定となりました。 

３ 基本的性格 

① 本県の教育推進の総合的な指針であり、市町村等をはじめ、すべての県民との

共感と共有、協働と連携により、一体となった施策を展開していくものとする。 

② 本県の総合計画における教育分野の個別計画（指針）として、基本理念、人づ

くりの視点、施策展開の方向性を示すものであり、具体的な施策・事業は、総合

計画の実施計画に位置付けるものとする。 

③  これまでの、本県教育の根幹を成す「ふれあい教育」の理念を継承しつつ、こ

れからの時代に対応できる新たな理念を示す。 

 

４ 見すえる期間 
本県の総合計画との整合を図り、概ね 20 年間を見すえることとする。 
 

５ 全体構成 
全体を６章構成とし、第１～３章で、家庭、地域、学校、企業、市町村などの各

主体と共感・共有するための内容を、第４章以降で、県としての取組みの方向を示
す。 

 
第１章「教育ビジョン策定の背景」＝本県の教育を取り巻く現状と課題を整理 
第２章「基本理念・教育目標」＝本県がめざす教育の姿を明示 
第３章「人づくりの視点」＝発達段階に応じた主な教育の主体のかかわりを整理 
第４章「展開の方向」＝人づくりを展開する上での県の方向性を体系的に整理 
第５章「重点的な取組み」＝今後の県の重点的な取組みを明示 
第６章「教育ビジョンの推進」＝策定後の推進について明示  

はじめに 

※ 平成27年10月に第４章、第５章を、令和元年10月に第５章、第６章を改定いたしました。 
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教育ビジョンの構成 

第１章 教育ビジョン策定の背景 第２章 基本理念・教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社会状況の変化 

 

(1) 少子高齢化の進行と人口減少社

会の到来 

(2) 国際化と情報化の進展 

(3) 産業・就業構造の変化 

(4) 地方分権改革の進展 

(5) 多様な主体との協働・連携の拡大 

２ 教育をめぐる現状と課題 

 

(1) 子どもの思いと育ちの姿 

(2) 家庭の教育力の低下 

(3) 地域の連帯感の希薄化 

(4) 様々なニーズへの対応が求めら

れる学校 

(5) 生涯を通じた「学び」への対応 

 

 

未来を拓
ひら

く・創る・生きる 

人間力あふれる 

かながわの人づくり 

  

  

１ 基本理念 

 

 
 

  

２ 教育目標 

（めざすべき人間力像） 

 

 
(1) 「ふれあい教育」の成果と課題 
(2) 今こそ大事な心ふれあう経験 
(3) よりよく生きるための「行動の知」を 
(4) 「心ふれあう しなやかな  人づくり」へ 
 

 

 

 

 

３ かながわらしい教育に向けて 

他者を尊重し、
多様性を認め合

う、思いやる力
を育てる 

 

自立した一人の
人間として、社

会をたくましく
生き抜くことの
できる力を育て

る 

 

社会とのかかわり
の中で、自己を成
長させ、社会に貢  

献する力を育てる 

自己肯定感 

〔思いやる力〕 

〔たくましく生きる力〕 〔社会とかかわる力〕 

３ 人づくりにおいて踏まえるべ

き観点 

 

(1) 不易と流行を踏まえた人づくり 

(2) 世代を超え、循環する人づくり 

(3) 協働・連携による人づくり 
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第３章 人づくりの視点 第４章 展開の方向（平成 27 年 10 月改定） 

 

１ 「つむぐ おりなす」協働による取組みの推進 

２ 人の発達段階を通じた各主体のかかわり 

 基本方針       取組みの方向  

○ 生涯を通じた人づくりにおけるそれぞれの

段階での「大切にしたい育ち(学び)の姿」・「人

づくりをめぐる状況」・「各主体のそれぞれの

役割と具体的な取組みの方向性」の整理 

 

 （４つの発達段階）    （各主体） 

 

健全な心身と生活の

基礎を培う段階 

（乳・幼児期） 

 

 

 

家庭 

 

 

地域 

 

 

学校 

 

 

企業 

 

 

市町村  

 

 

県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分らしさを探求す

る段階 

（児童・青年期） 

社会的・経済的に自

立する段階 

（成人期） 

豊かな人生を探求す

る円熟の段階 

（円熟期） 

第５章 重点的な取組み 

１．かながわの教
育力を生かし
た生涯にわた
る自分づくり
の取組みを進
めます 

５．生涯にわたる
自分づくりを
支援する地域・
家庭・学校をつ
なぐ教育環境
づくりを進め
ます 

４．子ども一人ひ
とりの個性と
能力を大切に
し、共に成長す
る場としての
学校づくりを
進めます 

３．少子化などに
対応した家庭
での子育て・教
育を支える社
会づくりを進
めます 

２．新たな教育コ
ミュニティを
創造し、活力あ
る地域づくり
を進めます 

１ 主体的に学び行動する力
を身に付ける自分づくりの取
組みを進めます 

２ 社会的・職業的な自立をめ
ざす自分づくりの取組みを進
めます 

３ 未来社会の創造に参画・協
働できる自分づくりの取組み
を進めます 

７ 現代社会に求められる子
育て・家庭教育への理解を深
めます 

８ 地域との連携による子ど
もの社会的な経験の機会の充
実を図ります 

９ 家庭から学校・社会への円
滑な接続・連携を図る教育的
な支援に取り組みます 

４ 個人や社会の多様性を尊
重し、生涯学習社会＊を支え
る地域の教育力の向上の取組
みを進めます 

５ 参画・協働による活力ある
新たな教育コミュニティの創
出を進めます 

６ かながわの伝統文化の継
承と芸術・スポーツによる地
域の振興を進めます 

第６章 教育ビジョンの推進（令和元年10月改定） 

10 学ぶ楽しさやわかる喜び
を実感できる授業の実践と、
個に応じた支援を大切にする
学校教育に取り組みます 

11 信頼と期待に応える主体
的な学校運営に取り組みます 

12 子どもの人格形成を図る
教育の質の向上を担う指導力
のある教職員の確保と育成に
取り組みます 

13 社会情勢の変化や科学技
術の進歩に伴う教育や、イン
クルーシブ教育の推進に向け
た環境整備を進めます 

14 生涯にわたる自分づくり
を支援する教育ネットワーク
の構築を進めます 

15 教育行政に係る施策・事業
の計画的な実施と、適切で的
確な支援への対応に取り組み
ます 

（平成27年10月改定） 

（令和元年10月改定） 



第１章 教育ビジョン策定の背景 

 

 
 - 4 - 

 

本章では、教育ビジョンの策定にあたり、社会状況の変化を概観した上で、教育

をめぐる現状と課題を明らかにしています。 

また、明日のかながわを担う人づくりを進める際に、必要と考える観点を併せて

整理しました。 

１ 社会状況の変化 

教育ビジョンの策定当時において、次のような状況の変化が見られました。 

（１） 少子高齢化の進行と人口減少社会の到来 

（２） 国際化と情報化の進展 

（３） 産業・就業構造の変化 

（４） 地方分権改革の進展 

（５） 多様な主体との協働・連携の拡大 

２ 教育をめぐる現状と課題 
 

（１） 子どもの思いと育ちの姿 

 

子どもたちは、いつの時代にあっても、常に大きな可能性に満ちた存在です。

自分に自信がもてれば、新たなことに興味・関心を抱き、積極的に周囲にはたら

きかけ、多くのことを吸収し、自分のものにしていくことができます。これは、

まわりの大人のかかわり方や社会のあり様から、大きな影響を受けやすい存在

ということでもあります。 

平成 17 年度の神奈川県教育委員会「教育に関する学校関係者向け意識調査」

によると、大人から見た子どもの印象と、子どもが自分自身をどう思うかについ

ては、その意識に大きな差があります。たとえば、「ねばり強さがある」や「社

会に役立とうとする心や公共心がある」などの項目では、大人が感じている以上

に、子どもたちは前向きな思いを抱いています。 

子どもたちの表面的な言動に、ともすると大人は目を向けがちですが、子ども

の内面にある思いや願いへの理解をもっと深める必要があります。 

また、子どもたちは、乳幼児から小・中・高校生と成長していくに従い、まわ

りの人たちや社会とのかかわりを通して、自分づくりをしていきます。その過程

で、多くの課題に直面し、様々な悩みをもちながら、自らを見つめ直していくも

のです。 

こうした過程は、子どもたちにとって自然なことであり、それを乗り越えて、

自分らしく生きる力を培うことに対する支援が、周囲の大人には求められてい

るのです。 

 

(課題) 子ども一人ひとりの思いと育ちの姿を、家庭、地域、学校などのまわ

りの大人がしっかりと見つめ、心の通い合う関係を築きながらかか

わっていくことが重要です。 

第１章 教育ビジョン策定の背景 
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振り返って、今の子どもたちを見ると、自己肯定感＊をもてなかったり、友だちな

どと人間関係が上手く築けなかったりする子がいます。また、将来や友だちのこと

などで、様々な悩みやストレスを抱えている子や、学習意欲を失っている子なども

います。 
さらに、不登校やいじめなどは減らず、人格や生命の尊厳を傷つける程までに

深刻化するものもあり、事態は極めて厳しい状況にあります。また、学校生活に

なじめず、中途退学をする者もいます。 

一方、子どもたちの体力や運動能力は低下傾向にあり、食生活の乱れや肥満傾

向にある子どもも増えています。 

人づくりを考える上では、このような子どもの深刻な状況にも適切に対応し

ていくことが求められています。 

 

(課題) 子ども一人ひとりが抱える、いじめをはじめとする様々な課題に対

して、柔軟で迅速かつ適切に対応できる、組織的な体制づくりが必要で

す。 

 

（２） 家庭の教育力の低下 

 

核家族化や少子化が進行し、子どもたちが家庭の中で、きょうだいと 切
せ っ

磋
さ

琢
た く

磨
ま

したり、祖父母の経験から学んだりする機会は著しく減少しました。親※の子

育ても、自身の経験の中にそのモデルを見いだすことが難しくなり、手探り状態

で行わざるを得ない状況も生まれており、家庭の教育力が低下したと考える人

も多くいます。 

また、無責任な放任や過保護・過干渉は以前より多く見受けられるようになり、

虐待を受ける子どもも増えています。 

家庭はすべての教育の出発点として、暮らしの営みを通して、子どもが基本的

な生活習慣＊や規範意識を身に付け、家族への信頼感や思いやる心をはぐくむこ

とで、学校や社会での幅広い学び合いの基盤を築くという、重要な役割を担って

います。 
※「親」とは、血縁関係の親のみならず、広く子どもの養育を担う大人のこと 

 

(課題) 家庭での子育てや教育を改めて見つめ直し、次代を担う子どもを育

てることの大切さを共有できる環境づくりが必要です。 
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（３） 地域の連帯感の希薄化 

 

都市化や核家族化の進行、共働き世帯の増加や、少子化の進行などにより、異

年齢の子ども同士や異世代の人との交流が減少し、隣近所や地域の連帯感が希

薄化してきました。 

子どもたちが豊かな学びを実感するには、家庭や学校以外にも、身近な学びの

場や子どもの居場所が必要です。 

 

(課題) 学び合い、教え合うことから生まれる、協働と信頼に根ざした新しい

地域の姿の創出が求められています。 

 

（４） 様々なニーズへの対応が求められる学校 

 

学校では、社会状況の変化や、子どもたちの様々な育ちを背景に、一人ひとり

の個性や教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行うとともに、家庭や地域か

らの多様化するニーズに迅速かつ的確に応えていく必要があります。 

そのため、教職員には、これまで以上に高い自覚と責任、専門性などが求めら

れています。 

教職員はそうしたことに意欲的に取り組んでいますが、このような様々な

ニーズに対応することに追われ、子どもたち一人ひとりに向き合うことや、教材

研究、自己研さんを積むことに十分な時間を確保できにくくなっている面もあ

ります。 

さらに、発達障害＊など、多様な支援を必要とする子どもも以前より増えてお

り、このような視点からの対応も求められています。 

 

(課題) 教職員が子ども一人ひとりにしっかりと向き合える学校運営や、教

職員同士が課題や目標などを共有し、個々の経験や持ち味を生かし合

い、一体となって取り組むことのできる、組織力の高い学校づくりを進

めていく必要があります。 
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（５） 生涯を通じた「学び」への対応 

 

人は、大人になっても学び続けることで、生涯にわたり成長し、発達し続けま

す。 

これまでも、生涯を通じた学習や、スポーツや文化活動の考え方が浸透し、活

動の機会が広がってきましたが、団塊の世代＊を含め今後ますます高齢化が進む

中で、生きがいをもち、心豊かにうるおいのある人生を送りたいという県民の思

いや願いは、一層高まることが見込まれます。 

 

(課題) 働く人や高齢者など、だれもがどこの地域でも気軽に学び続けるこ

とや、学び直しのできる場や機会をつくることが必要です。 
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３ 人づくりにおいて踏まえるべき観点 

 

「人づくり」とは、あたかもモノづくりのように、人を予定された形に仕立て

ることではありません。人は、生まれた時から、すでにそこに「在る」存在なの

ですから、モノのように「つくる」ことはできません。 

「人づくり」とは、「絶えず自らを磨き、新たな自分へと更新していく、『自分

づくり』を支援していく営み」だと考えます。 

この項では、このような意味での「人づくり」について、成長の中で身に付け

ていくべき内容、「人づくり」と社会との関係、「人づくり」へのかかわり方、と

いう３つの観点から整理を行いました。 

 

 

（１） 不易と流行を踏まえた人づくり 

 

子どもたちが個人として成長するだけでなく、社会の構成員として身に付け

ていく必要のあるものには、時代を超えて変わらない価値のあるもの（不易）と

時代の変化に柔軟に対応して身に付けていく必要のあるもの（流行）があります。 

不易には、健康と基礎的な体力、豊かな人間性や他人を思いやる心、生命
い の ち

を

大切にし、人権を尊重する心、正義感、郷土を 愛
いつく

しむ心、学ぶ意欲や態度、そ

して「読み・書き・計算」等の基礎・基本に基づき、自ら学び、考える力などが

あります。 

流行には、国際化・情報化への対応や、環境問題への理解などに向け、具体的

な教育活動を通して、獲得していく資質や能力があり、それらは時代の要請を的

確に見極め、今後とも積極的にはぐくんでいく必要があるものです。 
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（２） 世代を超え、循環する人づくり 

 

一人ひとりが成長の過程で学んだ成果は、自分づくりを豊かなものにすると

ともに、他の人の自分づくりにも様々な形で生かされていくものです。 

親子の関係でいえば、子育てをする親は、自身の親との関係の中から学んでき

たものを基盤としつつ、まわりの人や社会とのかかわりの中で学びを深めなが

ら、次の世代を担う子どもたちを育てていくものです。 

つまり、人づくりとはその人ひとりを育てることにとどまらず、世代を超え、

循環しながら少しずつ、次の社会の形成に大きな影響を与えているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 協働・連携による人づくり 

 

人づくりは、まず家庭から始まり、その後、成長に応じて、世界を広げながら、

地域・学校・社会へと様々な場面で行われます。 

とりわけ、現代の社会状況の中で、

人づくりが真に効果をあげるためには、

自発的・自主的に取り組む人々や、地

域や社会で積極的な役割を果たそうと

する企業などとも力を合わせ、互いの

持ち味を生かし合いながら、協働・連

携を進めることがたいへん重要だと考

えます。 
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１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子どもたちは、よりよい未来を築く、大きな可能性を秘めた存在です。激しい   

変化が予想されるこれからの時代にあっても、子ども一人ひとりが、その資質や 

能力を十分に発揮して生きることができるよう、しっかりとはぐくまれなければ 

なりません。 

○ なかでも、夢や希望に向かい、自らを律して困難を乗り越え、未来をたくまし 

く切り拓
ひ ら

くことや、自己と社会の未来を創る強い意志をもち、変化をおそれず主 

体的に行動すること、さらに、自己への自信と人への思いやりをもって、心豊か 

でしなやかに生きることのできる力を備えることが重要です。 

○ そのためには、まわりの人から「大切にされている」と感じながら、育てられ 

ることが必要です。そこから生まれる安心感や信頼感に根ざして、自らをありの 

ままの姿で受容できる自己肯定感をはぐくんでおかなければなりません。 

○ また、教育にかかわるすべての人々には、個のニーズに応じた多様な支援を充 

実していくことが求められています。 

○ このような考え方をもとに、自立した一人の人間をめざす自分づくりと、社会 

の構成員としてよりよい社会づくりにかかわる総合的な力を人間力＊ととらえ、 

かながわの人づくりの視点として基本理念をまとめました。 

 

 

 

第２章 基本理念・教育目標 

 

 

未来を拓
ひら

く・創る・生きる 
 

人間力あふれる 
  

         かながわの人づくり 
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２ 教育目標（めざすべき人間力像） 

 

かながわの教育がめざす「人づくり」の基本理念を実現するために、子どもから

大人まで、すべての人が身に付けていきたい「人間力」の内容を、まわりの人との

関係、社会との関係、自己の成長の姿という視点から「めざすべき人間力像」に整

理を行い、教育目標として掲げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

この３つの教育目標では、人が家庭の中に生まれ、多くの人に見守られながら成

長していく過程で、自己肯定感を基盤とし、人を尊重し、多様性を認める思いやる

力を身に付けるとともに、社会とのかかわりの中で豊かな経験を積み、学び続ける

ことで人間的な成長を遂げ、自分らしく自立してたくましく生き抜くことのできる

力と、学んだことを生かして社会に貢献する力の育成をめざしています。 

 

 
 
 

 

 
 

 

〔思いやる力〕 

他者を尊重し、多様性 

を認め合う、思いやる 

力を育てる 

 

自己肯定感 
 

 

自立した一人の人間と 

して、社会をたくまし 

く生き抜くことのでき 

る力を育てる 
 

〔たくましく生きる力〕 

 

 
 

社会とのかかわりの 

中で、自己を成長させ、 

社会に貢献する力を育 

てる 
 

 

 〔社会とかかわる力〕 
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３ かながわらしい教育に向けて 
 

（１） 「ふれあい教育」の成果と課題 

        

本県では、昭和 50年代の過熱する受験競争や、知識偏重的な教科中心の学校

教育のあり方などをめぐり、県民をあげての「騒然たる教育論議」をきっかけと

して、人や自然とのふれあいによる体験的な活動を重視した「ふれあい教育」が

生まれ、現在まで、かながわの教育の根幹をなしてきました。 

「ふれあい教育」は、家庭や学校、地域などの様々な団体が参加して、運動の

意義や役割を共有し、行政機関も共通認識のもとで一体化した取組みを推進す

るものであり、「ふれあい」という言葉が、学校だけでなく、家庭や地域でも使

われるようになっていきました。かながわの教育における歩みの中で、その取組

みは、一時代を象徴するものといえます。 

また、この「ふれあい教育」は、様々な体験活動を通じて、子どもたちが人と

人とのつながりや、自然とのふれあいの大切さに気づくことや、学ぶ者と教える

者とが、世代や立場を超えて学び合うという考え方が浸透していくことに、大き

な成果をあげてきました。 

その一方で、家庭や学校、地域などにおいて、広く展開されていたものが、時

間の経過とともに、次第に学校教育が中心的な場となっていきました。さらに、

子どもたちの社会性などを着実に育成していくような、成長に応じた学習活動

のつながりには課題が残りました。 

さらに、現在、不登校やいじめなどの件数は減らず、人格や生命の尊厳を傷つ

ける程までに深刻化しているものもあることは、真摯に受け止めなければなら

ない課題です。 
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（２） 今こそ大事な心ふれあう経験 

                           

人は、元来、自分以外の存在と「ふれあう」ことを通して、自分の価値や役割

に気づき、自我同一性（アイデンティティ＊）を確立していきます。そこで、「個

性・共生・共育（ともいく）」を理念として掲げ、「ふれあう」ことの大切さを提

唱した「ふれあい教育」は、かながわの教育ビジョンの中でも、継承していくべ

き不易なものといえます。 

自己肯定感をもてず、人間関係が上手く築けないことから生まれる様々な課題

を解決していくためには、これまでより一歩先に進んで、さらに深く人や社会と

かかわり合うような経験をし、それを学

習として積み重ねていくことが、たいへ

ん重要となります。 

このような経験を通して、自らの力が

人や社会に役立つ手応えを感じ、共に築

いた成果を分かち合い、「心ふれあう」喜

びを十分に味わうことが大切です。 

また、様々なかかわりの中から、多少

の困難があっても歩み寄り理解し合え

るような、思いやりとたくましさを身に

付けていくことも求められているので

す。 

 

 

（３） よりよく生きるための「行動の知」を 

 

「ふれあい教育」では、それまでの教育が、教科を中心とした知識や技能など

の「科学の知＊」（競争の原理）の習得に偏っていたとの反省から、家庭や学校、

地域での様々な体験を通じて、子ども自身が実感を伴って獲得する「臨床の知＊」

（共生の原理）の重要性が指摘されました。 

今後、まわりの人や社会とかかわりながら、自分づくりを進めるには、学習や

体験によって蓄えられた知を、より一層、人や社会との間で双方向的に機能させ、

自らがよりよく生きるための行動を支えるような発信や創造する知へと再構築

することが重要になります。 

私たちは、この知を「行動の知」と 

呼び、学ぶことや生きることへの意欲、 

人への信頼や社会への関心などを基盤 

に、課題解決に向けて方策などを思考 

する力、さらにコミュニケーション能 

力や企画構想力、表現力などの発信に 

かかわる力が有機的にはたらき合って 

成り立つものと考えました。 

教育ビジョンでは、学びとったもの 

を生かして、自分づくりを進めるとと 

もに、人や社会と積極的にかかわり合 

いながら、未来を創造できる人間力の 

育成に向け、「行動の知」の体得をめ 

ざします。 
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（４） 「心ふれあう しなやかな 人づくり」へ 

 

これからのかながわの教育は、「ふれあい教育」を一層発展させ、一人ひとり

が「行動の知」を発揮しながら、さらに深く人や社会とかかわる「心ふれあう」

経験を積み重ねることで、未来を拓き、創り、生きることのできる「人間力」を

はぐくんでいきます。 

そのためには、一人ひとりの思いや育ちを柔軟に受け止めながらも、教育ビ

ジョンの掲げる理念に基づき、揺るぎない教育を展開することが重要であるこ

とから、柔軟さと揺るぎなさとを併せ持つ「しなやかな人づくり」を進めていき

たいと思います。 

こうした教育を通して、次代を担う子どもたちには、積極的に人や社会とかか

わり、「思いやる心とたくましさ」をもったしなやかな人に育ってほしいという

願いを込め、これからのかながわらしい教育を次のように提唱します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

心ふれあう  しなやかな  人づくり  

 

 



第２章 基本理念・教育目標 

 

 
 - 15 - 

   

 

 

  「ふれあい教育」の展開 －〔基本理念〕個性・共生・共育（ともいく） 

○家庭・地域・学校で、自然や人とのふれあいによる体験的な活動を重視 

○かながわの教育における根幹としての位置づけ 

〔主な成果と課題〕 

○県民一体となった教育運動が実現 ○ふれあうことから学ぶ大切さを実感 

○就学前・小・中・高校などの成長に応じた、つながりのある学習の展開が不十分 

 

 

 
〔昭和 50年代の教育をとりまく課題〕 

・受験競争の過熱  ・知識偏重的な教育への批判  ・家庭内・校内暴力の増加 等 
 

 

「ふれあい教育」から 

「心ふれあう しなやかな 人づくり」へ 

     

〔基本理念〕    未 来 を 拓
ひ ら

く ・ 創 る ・ 生 き る   

人 間 力 あ ふ れ る  か な が わ の 人 づ く り  
 

〔教育目標〕  

 

 
 

実現に向けた手だて 

 
 

 

県民をあげての「騒然たる教育論議」 

今こそ大事な 
心ふれあう経験 

「ふれあい教育」をさらに進め、
人や社会と深くかかわり、「心ふ
れあう」喜びを十分に味わう 

 

か な が わ 教 育 ビ ジ ョ ン 
 

よりよく生きるための 
「行動の知」を 

教科の学習や様々な体験を生か
し、よりよく生きるために行動で
きる力を身に付ける 

 

『心ふれあう しなやかな 人づくり』 
●一人ひとりを大切にする柔軟な対応と、教育ビジョンに基づく揺るぎない教育の展開 

●人々や社会とかかわり、「思いやる心とたくましさ」をもった人の成長に向けた願い 

自己肯定感  

思いやる力 

たくましく生きる力 社会とかかわる力 

継承・発展 

〔次代を担う人づくりをめぐる状況〕 
・少子高齢化の進行  ・国際化と情報化の進展  ・産業・就業構造の変化 
・社会性や規範意識の低下への危惧  ・学力や学習意欲の向上の推進 
・不登校、いじめ問題などの早期解決 ・家庭や地域の教育力の向上 

 





















  
































